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としま区民センターエントランスホールの一部が貸出対象になりました 

 

令和 6 年 8 月 26 日（月）より、としま区民センターのエントランスホールの一部が貸出

対象となりました。 

開放感あるスペースで展示会など実現してみませんか。どうぞご利用ください。 

 

 

１．対象、申込方法等 
 
（１）対象 

 としま区民センター１階エントランスホールの一部（37.2 ㎡）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用形態 

展示ギャラリー（パネル等の設置） 
 

（３）申込、抽選方法 

多目的ホール、小ホールと同様となります。 

 

（４）利用申込にあたって 

   ご利用にあたっての注意事項は、としま区民センターのほかの貸室と同様になります。 

   団体登録、利用申込～ご利用当日までの流れ、利用のキャンセル・変更、駐車場・駐輪

場利用などについても、パンフレットやホームページにてご確認ください。 

 

※ 令和 7 年 1 月 9 日（木）9：00 以降の申込分より、土曜・日曜・祝日のご利用に 

ついて料金が裏面のとおりとなります。この日以前での利用申込分については土曜・

日曜・祝日においても平日料金と同額でご利用いただけます。  
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２．利用料金 

（１）施設利用料金 
                                   単位：円（税込） 

 
定員 

（人） 

午前 
9:00～ 
12:00 

午後 
13:00～
17:00 

夜間 
18:00～
22:00 

全日 
9:00～ 
22:00 

平日 18 1,800 2,500 2,500 6,100 

土曜・日曜・祝日 18  2,250 3,120 3,120 7,620 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）付属設備利用料金 
                          単位：円（税込） 

品 名 単 位 金額（区分単位） 

展示パネル １台 100 

（無料）ベルトパーテーション※1、長机、椅子３脚まで※2 

※1 エントランスホールの一部が貸出エリアとなるため、境界を示すために設置。 

※2 エントランスは避難経路に近いことから、人が滞留するような配置はできません。 

  客席等として椅子を並べることは不可となるため椅子の貸出数が限られています。 

 

３．エントランスホール使用にあたっての注意事項 

（1）エントランスホールの一部が貸出エリアとなるため、内部壁面や入口扉がなく、貸出エリア

部分の施錠ができる形にはなっておりません。また、控室等もないことから、貴重品等の 

取り扱いにはコインロッカーをご利用いただくことや、会議室等を併せて申込・利用いた

だくことをお勧めします。 

来場者の入場が可能となる時間帯は、主催者となるご利用者様の立ち会いをお願いいた

します。貴重品の展示や連続利用等により備品を残す場合については、ご利用者様の判断

により、保険の加入や、必要に応じて警備を立ててください。エントランスの警備員は貸出

スペースの警備は行いません。ご利用者様の持ち込み備品等の盗難、汚破損等については、

当センターでは一切の責任を負いません。 

（2）外壁部がガラス張りです。展示物その他をガラス面への直接貼付は安全上行うことはでき

ませんので、予めご承知おきください。また、芸術文化劇場側はサイネージの映像が見えて

いますが、映像の撮影等は行わないでください。 

（3）貸出エリア境界にはベルトパーテーションを設置してご利用いただきますが、としま区民

センター出入口自動ドア及び風除室ガラス面付近は、安全上、それ以外の物を置くことは

ご遠慮ください。また貸出エリア外へのレイアウトや、としま区民センター出入口の通行

の妨げになる行為は行わないでください。 

（4）高さのあるお持ち込み品については、180ｃｍまでを目安としてください。 

（5）エントランスホールには観光案内所やカフェ等があり、また貸出エリア以外の部分はパブ

リックスペースとして利用されていますので、大きな音量を伴うご利用はお控えください。 

（6）公共施設のエントランスという性格上、消費者トラブルにつながるような募金活動・勧誘行

為等はご遠慮ください。 

（7）飲食物を扱う場合は、予め池袋保健所へご相談のうえ必要な届出を行ってください。 

（8）利用開始日のおおむね 1ヶ月前までに打ち合わせ（要予約）をお済ませください。 

利用目的 区民団体 区民以外の登録団体 

営利行為なし 上記の表のとおり 上記の表の金額の２倍 

営利行為あり 上記の表の金額の２倍 上記の表の金額の４倍 

営利行為ありの料金が適応される利用 

①物品販売及び契約行為を行う催し  

②2,001 円以上の入場料、受講料、参加費等を徴収する催し 


